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宇都宮市開発行為等審査基準 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１ 都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく開発行為等に関する審査の基準については

，関係法令に定めるところによるほか，この基準によるものとする。 

（関係法令の略称） 

第２ この基準においては，都市計画法，都市計画法施行令（昭和44年政令第158号），都市計画

法施行規則（昭和44年建設省令第49号），都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発行為

の許可基準に関する条例（平成15年条例第35号），宇都宮市都市計画法施行細則（平成8年規

則第46号），及び，都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条

例施行規則（平成15年規則第55号）をそれぞれ法，政令，省令，条例，規則及び条例施行規

則という。 

（適用範囲） 

第３ この基準の適用を受ける開発行為等は，法第29条第１項，同第34条の2，同第35条の2，第

42条（ただし書き）及び第43条第１項の規定により市長の許可を要するものとする。 

２  開発許可及び建築許可が不要とされる開発行為等にあっても，開発許可等に準じてこの基

準を遵守するよう指導を受けるものとする。 

（開発許可の申請） 

第４ この基準の適用を受ける開発行為等で，栃木県（以下「県」という。）の土地利用に関す

る事前指導要綱（昭和50年5月1日施行），その他法令等による調整を要する開発行為等のう

ち法に基づく開発許可等の申請前に調整を要するものについては，当該調整終了後に，開発

許可の申請をするものとする。 

 

第２章 一般的基準 

（土地利用に関する基準） 

第５ 土地利用計画は，都市活動の機能性並びに都市生活の安全，利便及び快適性の増進を図る 

とともに，自然環境及び歴史的資産の保全と調和を配慮して作成され，次に掲げる要件を満

たすものでなければならない。 

(1) 公共事業に支障をきたすものでないこと。 

(2) 市及び県の土地利用に関する計画（地区計画等）に適合するものであること。 

 (3) 開発区域内及びその周辺に，既存の公共施設又は公共施設に関する計画がある場合には

，これを勘案したものであること。 

 (4) 開発区域の周辺に法第29条第1項の規定により許可された開発行為がなされた土地（ただ

し，当該開発行為者の居住の用に供するもの及び業務の用に供するものを除く。）がある

場合には，これを勘案したものであること。 

 (5) 当該開発行為に関連する公共施設及び公益的施設の整備等については，あらかじめ市及

び関係機関と協議を整えたものであること。 

（事前調査） 

第６ 開発行為を実施しようとする事業者は，軟弱地盤が予想される箇所で開発等を行う場合，

又は開発等に伴う事前の調査の結果等から地層に粘土等軟弱な土地の存在が明らかになった

場合には，標準貫入試験やスウェーデン式サウンディング試験などの調査を行い，軟弱地盤

の場合には，環境条件等を踏まえ，沈下計算や安定計算等を行い，隣接地を含めた造成上の

問題を総合的に検討し，盛土や構造物に対する有害な影響がある場合には，安定性及び適切

な対策工等を検討するとともに，市長と協議しなければならない。 

２  開発区域内及びその周辺に埋蔵文化財，遺跡等がある場合には，事前に市及び関係機関と

発掘，保存等について十分協議をしなければならない。 
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（開発・事業計画の公開） 

第７ 開発行為を実施しようとする事業者（自己の居住用は除く）は，あらかじめ開発事業予定

地内の見やすい場所に所定の標識を設置し，標識設置報告書を速やかに市長に提出しなけれ

ばならない。 

なお，標識の表示事項に変更があったときには，速やかに標識の表示事項を変更しなけれ

ばならない。 

（説明会の開催等） 

第８ 開発行為を実施しようとする事業者（自己の居住用は除く）は，開発行為によりその施工

区域周辺に影響の及ぼすおそれのあるものについては，地域住民，権利者等関係者に対し，

事業計画，施工計画及び公害または災害の防止等について十分説明するとともに，隣接地域

の自治会等へ編入予定の協議・調整等を図らなければならない。 

また，必要に応じて説明会を開催し，地域住民，権利者等関係者の意見を尊重するよう努

めなければならない。 

（公害等の防止） 

第９ 開発行為を実施しようとする事業者は，開発行為等により発生するおそれのある騒音，

振動，粉じん，水質汚濁，地下水汚染等の公害の発生を未然に防止する措置を講じなけれ

ばならない。 

２  開発行為を実施しようとする事業者は，公害が発生した場合は速やかに工事を中止し，

自己の責任において原因の除去，被害状況の調査，被害の復旧及び被害者に対する損害補

償を行わなければならない。 

３  開発行為等の工事完了後において，当該開発等に起因し公害，環境汚染等が発生した場

合は，事業者がその責任を負わなければならない。 

４  開発行為を実施しようとする事業者は，鉄軌道，自動車専用道路，工場，その他市長が

必要と認める施設等に隣接して開発等を行おうとする場合は，あらかじめ市長及び関係機

関と協議の上，公害防止等必要な措置を講じなければならない。 

（工事中における道路交通対策） 

第10 開発行為を実施しようとする事業者は，工事に伴う資材等の搬出・搬入について，歩行

者，通行車両，周辺建築物等の安全及び道路汚損防止を図るため運搬計画を立て，道路管

理者及び所轄警察署長その他関係機関と協議し，その指示に従わなければならない。 

 

第３章 立地基準 

（市街化調整区域における小規模店舗等） 

第11 法第34条第1号の「当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する公

益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理そ

の他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う

開発行為」とは，次の要件に該当するものであることを要する。 

   なお，政令第36条第1項第3号イ（建築行為）の取扱いも同様とする。 

（1） 対象となる当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する施設は，

次表１の各項目に該当する公益上必要な建築物又は次表２の各項目に該当する日常生活の

ため必要な物品の販売、加工若しくは修理等の施設であること。 

（2） 次表１の各項目に該当する公益上必要な建築物の区域については，集落要件（市街化区

域内に存するものを含む）として，次のいずれかに該当するものであること。 

ア 敷地相互の間隔が原則として50ｍ（１ヶ所に限り60ｍ以内でも可。）以内で50戸以上の

建築物が連たんしている集落内の土地であること。 

イ 開発区域を含んだ3ヘクタール（半径100メートルの円又は100メートル×100メートルの

正方形を3ケ連続させたもの。）内に，主たる建築物が20以上存していること。 

ウ 開発区域の全部が，市街化区域と市街化調整区域の境界線から1キロメートル以内の区

域にあること。 
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（3） 次表２の各項目に該当する日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理等の施

設の区域については，集落要件として，当該市街化調整区域で敷地相互の間隔が原則とし

て50ｍ（１ヶ所に限り60ｍ以内でも可。）以内で50戸以上の建築物が連たんしている集落内

の土地であること。 

（4） 開発区域の形状は，開発区域の外周の6分の1以上，又は10ｍ以上が周辺道路に接してお

り，かつ，整形であること。また，店舗部分が当該道路に面していること。 

（5） 建築物の延べ床面積は200㎡以下であること。 

（6） 開発区域は，基準第20に規定する開発区域の規模に応じた幅員の道路に接していること。

（ただし，次表２の各項目に該当する日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修

理等の施設は袋路状の道路及び建築基準法第42条第1項第4号の道路は除く。） 

（7） 次表１の各項目に該当する公益上必要な建築物及び農林漁業団体事務所及び農林漁業生活

改善施設については，前項の第４号及び第５号の規定は適用しない。 

（8） 次表３の店舗等の建築に関する計画書を提出し，その内容が法の趣旨に適合すると認め

られるものであること。 

（9） 建築物は店舗等であることが明らかな設計となっており，それ自体に看板が設置され接

道条件を満たす道路側から識別可能なものであること。 

 

２  政令第22条第6号の規定により，法第29条第1項の適用除外となる開発行為とは，前項第1

号の次表２の分類のうち，小売業及び飲食店に該当する業種で，次の要件に該当するもので

あることを要する。 

   なお，政令第35条第3号（建築行為）の取扱いも同様とする。 

(1) 申請地の周辺の市街化調整区域に居住している者が自ら当該業務を営むものであること。 

(2) 開発区域の面積が100㎡以内（政令第35条第3号を除く。）で，建築物の延床面積が50㎡以  

内（店舗等の延床面積が50％以上）であること。 

(3)  申請地は，50戸以上の建築物が連たんしている市街化調整区域内の集落に存していること。 

(4)  前項の第８号及び第９号の要件に該当するものであること。 

 

表１ 当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物 

・学校教育法に規定する小学校，中学校及び幼稚園の用に供する施設である建築物 

・社会福祉法（昭和26年法律第45号）第2条に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法（平成

7年法律第86号）による更生保護事業の用に供する施設である建築物 

・医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定

する助産所の用に供する施設である建築物（延べ床面積の2分の1以上が医療施設の用に供する

併用住宅を含む。ただし，別棟は不可。） 

申請者の資格 自己の業務の用に供するもので，かつ申請者自らが事業を行うものとする。 

位
置 

集落要件 
 

※いずれかに該当するものであること。 

ア 市街化区域内に存するものを含んで，50戸以上の建築物が連たんしてい

る集落内の土地であること。 

イ 市街化区域内に存するものを含んで，3ヘクタール（半径100メートルの

円又は100メートル×100メートルの正方形を3ケ連続させたもの。）内に，

20戸以上の建築物が連たんしている集落内の土地であること。 

ウ 開発区域の全部が，市街化区域と市街化調整区域の境界線から1キロメ

ートル以内の区域にあること。 

道
路 

種類 

形状 
基準第20に規定する開発区域の規模に応じた幅員の道路に接していること。
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表２ 日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理等該当する建築物 

業種又は用途 
小売業・飲食店 
 
（次頁参照） 

あん摩マッサ
ージ指圧師，
はり師・きゅ
う師，柔道整
復師の施術所

クリーニン
グ取次店・
理容店・美
容店 

自動車一般
整 備 工 場
（ただし，
自動車の販
売展示を行
うものを除
く。） 

農林漁業団体
事務所及び農
林漁業生活改
善施設（小規
模な支所，出
張 所 に 限
る。） 

申請者の資格 
店舗等は，自己の業務の用に供するもので，かつ申請者自らが店舗等の経営を行
うものとする。 

位
置 

集落要件 
当該市街化調整区域で，50戸以上の建築物が連たんしている

集落内の土地であること。 

 

敷
地 

規模 
500㎡以下。ただし，駐車場の確保等に必要と

認められる場合には，1,000㎡を上限とする。

1,000㎡ 

以下 

形状 

開発区域の外周の6分の1以上，又は10ｍ以上が周辺道路に接

しており，かつ，整形であること。また，店舗部分が当該道

路に面していること。 

建
築
物 

延床面積 200㎡以下 

併用住宅 

住宅の併用は不
可。ただし，現
在適法に立地し
ている専用住宅
を店舗併用住宅
に す る 場 合 に
は，この限りで
はない。 

現在居住している住宅が，狭小，借家等の
事情により新規に自己の居住用の住宅を建
築することがやむを得ないと認められる場
合。（ただし別棟は不可） 

店舗割合 25％以上 50％以上 

道
路 

種類 
形状 

建築基準法第42条第1項の道路に接していること。（ただし，袋路状の道路及
び同項第4号の道路は除く。） 
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参考：小売業・飲食店の業種 

分  類 業  種 日本標準産業分類 

織物・衣服・ 

身の回り品 

小売業 

呉服・服地・寝具 561 

男子服 562 

婦人・子供服 563 

靴・履物 564 

その他の織物・衣服・身の回り品 569 

飲食料品小売業 

各種食料品 571 

酒 572 

食肉 573 

鮮魚 574 

野菜・果実 575 

菓子・パン 576 

米穀類 577 

その他の飲食料品 579 

自転車小売業 
自転車 5821 

二輪自動車 5814 

じゅう器・ 

家庭用機械器具 

小売業 

畳 5913 

機械器具 592 

金物 5991 

荒物 5992 

その他の小売業 

医薬品 6011 

化粧品 6013 

農耕用品 602 

燃料 603 

書籍・文房具 604 

一般飲食店 

食堂・ﾚｽﾄﾗﾝ 701 

そば・うどん店 702 

すし店 703 

※日本標準産業分類は，平成14年3月版の業種を示す。 
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表３ 

 
法第34条第1号及び第11号該当の店舗等の建築に関する計画書 

事
業
計
画 

 ３ 営業計画 

 （１）取引先（仕入先の商品納入証明書等を添付すること） 

 

 

 （２）営業区域、対象顧客層等 

 

 

 （３）営業収支計画（月額売上高、純利益等について） 

 

 

 （４）現在の家計の収支の状態と店舗経営後の収支の見通しにつ 

    いて（収入源等について記入すること） 

申
請
人 

住 所  予定建築物

（業種） 

 

氏 名  

位
置
等 

所 在  

地 目  面 積      
       ㎡ 

集 落 の 戸 数                    
 

周 辺 道 路 名                     道路幅員       ｍ

建
築
物 

構 造 ・ 階 数 等                     

延 床 面 積                    

１ 店舗等          ㎡ 

２ 住宅           ㎡ 

３ 合 計          ㎡ 

資
格 

 営業について資格を 

 要する場合はその                   

 資格名 

 

 

 

           （資格証明書添付） 
店舗等の面積の割合 ％ 

そ 

の 

他 

・住宅を必要とする場合の理由 

 

 

 

・駐車場を必要とする場合の理由 

 

 

 事
業
計
画 

 １ 付近の状況説明及び当該区域に店舗等を必要とする理由 

 ２ 造成及び店舗等の建築・開店に伴う資金計画 

（ 経 費 ）                    （資金調達） 
   上記のとおり相違有りません。 

 

     申請人氏名 

                            印 

 

 

    （必ず本人が署名捺印すること） 

 

 土地造成費 

 建 築 費 

 （   ）       

  計         円 

 自 己 資 金             

 銀 行 融 資             

 （    ）        

  計          円 

 （預金残高証明書、融資証明書 

 等を添付すること） 
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（休憩所又は給油所等） 

第12 法第34条第9号の規定に基づき政令第29条の7第1号で定める「道路の円滑な交通を確保する

ために適切な位置に設けられる休憩所又は給油所等である建築物」の建築の用に供する目的

で行う開発行為とは，次の要件に該当するものであることを要する。 

   なお，政令第36条第1項第3号イ（建築行為）の取扱いも同様とする。 

(1) 建築物の用途 

建築物の用途は，中・長距離を走行する自動車の運転者及び同乗者の利用を対象とした

休憩所（ドライブイン，コンビニエンスストア），給油所等（ガソリンスタンド・ＬＰＧス

タンド）であること。 

(2) 開発区域の位置及び規模等 

開発区域の位置及び敷地の規模・形状等については次表の各項目に該当するものである

こと。 

(3) 事業計画 

申請者自らが店舗等の経営を行うものであり，土地利用等に関する事業計画書を提出し，

その内容が法の趣旨に適合すると認められるものであること。 

 

法第34条第9号該当の沿道サービス施設 

項 目 
休憩所 

ガソリンスタンド 
ド ラ イ ブ イ ン コンビニエンスストア 

定 義 

自動車運転者及び同乗

者に飲食物（主として

アルコール飲料を提供

する施設を除く。）を

提供し，休憩させるた

めの飲食店 

主として飲食料品を中心

とした各種最寄り品をセ

ルフサービス方式で小売

する小規模な店舗 

車両に揮発油，軽油

又は液化ガス等の燃

料を給油補填等する

ための施設 

位 置 
開発区域は，車道幅員(歩道を除く)が6ｍ以上で国道・県道と接してお

り，沿道サービス施設として適切な位置であること。 

敷 
地 

規 模 
1,000㎡以上 

5,000㎡以下 

1,000㎡以上 

2,500㎡以下（注1） 

500㎡以上 

2,500㎡以下（注1）

形 状 開発区域は，前面道路に24ｍ以上接していること。 

土
地
利
用 

建築物 

当該施設の管理に供する部分の面積は，施設の維持管理上適切な規模と

し，住宅の用に供する部分，宿泊施設，遊戯・娯楽施設を含まないこと。

客席20席以上を確保

していること 
延床面積200㎡以下 

 

駐車場 

駐車スペースが客席

2席につき1台以上設け

ること。 

運転者が駐車して休憩が

でき，かつ大型車が駐車

できる十分なスペースを

確保すること。 

外壁後退線 
建築物の外壁は，土地利用の形態等を勘案したうえ，原則として乗り入

れする道路から5ｍ以上後退すること。 

その他 

1. 個別の土地利用の規制に関する法令に適合するものであること。 

2. 人，車の動線を的確に分離することにより区域内の交通安全に十分

配慮したものであること。 

3. 便所が利用可能であり，駐車場において運転者が休憩できることな

ど，幹線道路の通行者の休憩施設として機能するものであること。 

4. 道路の円滑な交通を確保するため，出入口の位置等を道路管理者及び

所轄の警察署と協議すること。 

（注1） 前面道路が4車線の場合には，敷地の上限規模を5,000㎡とすることができる。 
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 （法第34条第11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例で定める開発行為） 

第13 条例で定める開発行為とは，下記の要件に該当するものであり，建物用途が専用住宅以外

のものにあっては第11の表３の店舗等の建築に関する計画書を提出し，その内容が条例の趣

旨に適合すると認められるものであることを要する。 

なお，政令第36条第1項第3号ロ（建築行為）の取扱いも同様とする。 

(1)  対象となる業種については，次表１の各項目ならびに次の各号に該当するものであること。 

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号に規定する建築物のうち，自己の建

築による自己の居住の用に供する住宅。 

イ 建築基準法別表第2(い)項第2号に規定する建築物のうち，自己の建築による自己の居住及

び業務の用に供する兼用住宅。 

ウ 建築基準法別表第2(ろ)項第2号に規定する建築物のうち，自己の建築による自己の業務の

用に供するもの。 

(2)  区域については，集落要件として敷地相互の間隔が原則として50ｍ（１ヶ所に限り60ｍ以内

でも可。）以内で50戸以上の建築物（用途地域が工業専用地域である区域を除く市街化区域内

に存するものを含む）が連たんしている集落内の土地であること。（農振農用地，保安林，急

傾斜地崩壊危険区域，風致地区，栃木県緑地環境保全地域は除く。） （※注１下記参照） 

(3)  開発区域は，原則として500㎡以下であること。ただし，駐車場の確保等に必要と認められ 

る場合には1,000㎡を上限とする。 

(4)  開発区域は，有効幅員6ｍ以上の建築基準法第42条第1項の道路（同項第4号の道路は除く。）

に接し，かつ当該区域外も有効幅員6ｍ以上の道路に接続していること。 

(5)  開発区域の形状は，整形であること。なお敷地延長(旗竿)については，奥１宅地までとし，

開発区域は道路境界線からおおむね50ｍ以内とする。 

(6)  建築物の延べ床面積は建ぺい率60％，容積率200％の範囲内であること。ただし，単独店舗

については150㎡以下とする。 

(7) 開発区域は市の水道から供給を受ける給水施設が整備されていること。 

(8)  開発区域は公共下水道（特定環境保全公共下水道，農業集落排水等）が整備されている区域

であること。ただし，自己の居住用の住宅及び居住用と業務の用に供する兼用住宅の場合は，

合併浄化槽を設置し，放流又は敷地内で処理できる施設を設置すればこの限りではない。 

 

※注１ 第13(2)については，平成24年4月1日より下記のとおりとする。 

区域については，予定建築物および平成24年1月1日において現に存する建築物（用途地域が

工業専用地域である区域を除く市街化区域内に存するものを含む）の敷地相互の間隔が，原則

として50ｍ（１ヶ所に限り60ｍ以内でも可。）以内で50戸以上が連たんしている集落内の土地

であること。(農振農用地，保安林，急傾斜地崩壊危険区域，風致地区，栃木県緑地環境保全

地域は除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･５０メートル以内 

･･･５０以上の建築物が連たんしている地域（既存の集落） 

【参 考 図】 

『平成24年4月1日以降』 『平成24年3月31日まで』

 

道路幅員 

６メートル以上

 

道路幅員 

６メートル以上 
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表１ 

建物用途 

専用住宅 自己の居住用住宅（長屋を除く） 
建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

兼用住宅 

事務所*1 

建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

 

ただし，延床面積の2分の1

以上を居住の用に供し，

かつ左記業種の用途に供

する部分の床面積が50㎡

以下。 

日用品販売店舗*2 

食堂*3（ﾚｽﾄﾗﾝ，そば，うどん店，すし店等）

喫茶店 

理髪店，美容院，ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ取次店，質屋，貸衣装

屋，貸本屋 

学習塾，華道教室，囲碁教室，武道塾，ｴﾚｸﾄｰﾝ

教室，日本舞踊教習所 

洋服店，畳屋，建具店，自転車店，

家庭電気器具店 

原動機の出力

の合計が0.75

ｋＷ以下 

自家販売の食品製造，加工業 

(パン屋，米屋，豆腐店，菓子屋等)

美術,工芸品のｱﾄﾘｴ又は工房*6 

単独店舗 
上記の兼用住宅で可能な用途 

（*1，*6は除く） 
床面積は150㎡以下 

集落要件 

敷地相互の間隔が原則として50ｍ（１ヶ所に限り60ｍ以内でも可。）以内で50戸

以上の建築物（用途地域が工業専用地域である区域を除く市街化区域内に

存するものを含む）が連たんしている集落内の土地であること。 

（農振農用地，保安林，急傾斜地崩壊危険区域，風致地区，栃木県緑地環境

保全地域は除く。）（9ページ※注1を参照） 

※農地については，農業委員会と調整がとれていること。 

敷地規模 
原則として500㎡以下であること。 

ただし，駐車場の確保等に必要と認められる場合には1,000㎡を上限とする。 

敷地形状 
敷地形状は，整形であること。なお敷地延長(旗竿)については，奥１宅地まで

とし，開発区域は道路境界線からおおむね50ｍ以内とする。 

道路要件 
有効幅員6ｍ以上の建築基準法第42条第1項の道路（同項第4号の道路は除く。）

に 接し，かつ当該区域外の6ｍ以上の有効幅員の道路に接続していること。 

給水施設 市の水道から供給を受ける給水施設が整備されていること。 

排水施設 

公共下水道（特定環境保全公共下水道，農業集落排水等）が整備されている

区域であること。 

ただし，自己の居住用の住宅及び居住用と業務の用に供する兼用住宅の場合

は，合併浄化槽を設置し，放流又は敷地内で処理できること施設を設置すれば

この限りではない。 

 

*1: 汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣

の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。 

*2: 日用品の販売を主たる目的とする店舗（物品販売業を営む店舗を除く。） 

*3: 遊興的飲食を伴う「料理店」は除く。 
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（法第４３条第１項の許可） 

第14 自己の居住の用に供する住宅以外の目的で行なう建築行為に係る法第43条第１項の許可

は，政令第36条に規定する基準を満たすほか，法第33条第1項第2号に規定する基準を勘案

して支障がないと認められる場合に行うものとする。 

 

第４章 開発許可に伴う制限等 

（建築制限等解除） 

第15  法第37条第１号の市長が支障がないと認める場合とは，原則として次に掲げるところ

によるものとする。 

 (1) 開発許可を受けた者が，当該目的で建築等をする場合には，次表１のすべてに該当し

ていること。 

 (2)  前号以外の目的で開発許可を受けた者が建築等をする場合には，次表１のすべてに

該当し， かつ，次表２のいずれかに該当していること。 

     ただし，その敷地及び建築物が一である等，開発区域の周辺の状況並びに予定建築

物の用途及び敷地の配置等を勘案して特に支障がないと認められるものについては，前

号と同じ扱いとすることができる。 

 

   表１ 

 １ 当該工事に伴う災害の生じることのないよう防災措置が講ぜられていること。 

 ２ 公共施設がほぼ完了していること。 

 ３ 開発行為が許可どおりに行われることが確実なこと。 

    

表２ 

 １ 開発行為に関する工事の完了前に建築等の工事を行わないと，道路等の公共施設が

  著しく破壊されるおそれのあるもの。 

 ２ 収用対象事業の執行により移転又は除却するために必要となったもの。 

 ３ 公共公益施設を先行的に整備する必要があるもの。 

 ４ 建築物の基礎等が擁壁を兼ねる場合，又は建築物が擁壁等に近接している等，造成

  工事と建築工事を切離して行うことが困難又は著しく不適当な場合。 

 ５ その他，特に必要があると認められる理由のあるもの。 
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（建ぺい率等） 

第16  法第41条第１項の規定に基づき，市長が定める用途地域の定められていない土地の区域内

における開発行為についての建ぺい率等については，次表に掲げるものを標準とする。 

   ただし，都市計画上必要な場合は，次表によらず，建築物の建ペい率，建築物の高さ，壁面

の位置その他建築物の敷地，構造及び設備に関し，別途，制限を課すことがある。 

 

建ぺい率 （％） 60 

容積率 （％） 200 

前面道路斜線 

（勾配） 
1.5：1 

隣地斜線 

（立ちあがり＋勾配）
20ｍ＋（1.25：1） 

日影規制 
建築基準法 別表第4 

4ロ（に）欄の（2） 

建築物の敷地面積 200㎡以上 

構造及び設備に 

関する制限 

排水処理施設を設置し放流又は浸透処理

する場合は，環境保全に係わる法令（栃木

県生活環境の保全等に関する条例を含む）

で定められた排出基準を遵守すること。 

 

（法第42条第１項のただし書の許可） 

第17 法第42条第１項ただし書に規定する開発区域における利便の増進上又は開発区域及びその

周辺の地域における環境の保全上支障がないと認める場合とは，第１号に該当し，かつ第2号

から第4号までのいずれかに該当する場合とする。 

(1) 法第33条第1項第2号，第3号及び第4号に規定する技術基準並びにその周辺の土地利用の状

況を勘案して支障がないと認められるものであること。 

(2) 法第34条第1号から第10号までに規定する建築物又は特定工作物等に該当するものである

こと。 

(3) 当該申請地が法第34条第11号の規定に基づく条例第3条第１項に規定する指定区域内に存

する場合にあっては，条例第4条に規定する用途に該当しないものであること。 

(4) 法第34条第14号に該当する場合にあっては，あらかじめ開発審査会の協議を経たものであ

ること。 

 

第５章 技術的基準 

（土地利用計画に関する基準） 

第18  開発行為の土地利用計画は，次に掲げるところにより定めるものとする。 

 (1) 用途区分 

   土地利用計画は，街区形式，宅地造成及び公共公益施設等の配置計画の基礎になるものであ

り，土地利用現況の特性を生かしながら，次の用途区分を標準として作成するものとする。 

    ア 低層住宅地  イ 中高層住宅地  ウ 一般商業地  エ 専用商業地 

    オ 工業地 
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 (2) 宅地規模及び人口密度 

   主として住宅地の造成を目的とする開発行為の宅地規模及び人口密度は，原則として次表

によるものとする。 

(3) 高さの制限 

   市街化調整区域内の建築行為にあっては，建築物の高さは原則として10ｍ以下とする。 

(4) 開発区域の敷地形状 

ア 建築物の敷地は整形であること。 

イ 原則として旗竿状の敷地は設定しないこと。 

ただし，やむを得ず旗竿状の敷地を設定する場合は，奥１宅地までとし，原則として

有効面積で１５０㎡以上確保すること。 

 

用  途  区  分 区域のイメージ 宅 地 規 模                 人 口 密 度           

低 層 住 宅 地               
一戸建て 

独立住宅 

市街化区域 150㎡／戸以上 125 人／ha 

市街化調整区域 

非線引都市計画区域
200㎡／戸以上 100 人／ha 

中 高 層 住宅 地               共同住宅等集団住宅  160 人／ha 

一 般 商 業 地               日常購売施設の集積区域  120 人／ha 
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(5) 土地利用区分 

  主として住宅地の造成を目的とする２０ha以上の開発行為の土地利用区分は，次表の比

率を標準とする。 

土 地 利 用区 分               内          訳 比  率 

住 宅 用 地               一戸建独立住宅，共同住宅，店舗等の用地 60 ％ 

公 共 用 地               
道路，公園，緑地，広場，水路，下水道，調整池， 

その他公共施設の用地 
30 ％ 

公益的施設用地 
幼稚園，保育所，小・中学校，集会所，公民館， 

ゴミ集積所等の用地 
10 ％ 

未 利 用 地               がけ面，法面，その他 

 

 (6) 実施基準 

  ア 主として住宅地の造成を目的とする5ha以上の開発行為にあっては，分譲後の良好な居住

環境を確保するため，地区計画を定め，又は緑地協定等の締結を行うこと。 

    また，5ha未満の開発行為であっても，できる限り同様とすること。 

  イ 主として住宅地の分譲を目的とする開発行為（開発区域の面積が5ha以上の開発行為に限

る）にあっては，開発行為者は区域内の積極的な市街化への誘導と土地利用の促進を図る

ことに努めなければならない。 

 

（街区計画に関する基準） 

第19 街区を設定するにあたっては，都市計画道路又は開発区域内の主要な道路以外の道路が通

過交通の用に供されないよう，その配置、形状等を考慮するとともに，区画道路は幹線道路

との交差を少なくするため，できる限り街区の短辺を幹線道路に接しないよう配慮して設計

するものとする。 

   なお，街区設定の基準は次表を標準とする。 

 

用 途 区 分 長 辺 の 長 さ                 

低層・中高層住宅地 100m～160m 

一般商業地 100m～140m 
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（周辺道路の幅員） 

第20 開発区域の周辺道路の幅員については，次のとおりとする。 

(1)  既存道路に接して行われる単体的な開発行為の場合（この基準における第12，第13に該

当するものは除く。） 

    開発区域は，住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第１種特定工作物の敷地でそ

の規模が1,000㎡未満のものにあっては6ｍ，その他のものにあっては9ｍ以上の公道に接続

させるものとする。 

     ただし，開発区域の周辺の状況により，当該国道，県道又は市道に接続させることが

困難である場合であって，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上及び事業活動の

効率上支障がないと認められる場合には，開発区域の規模に応じ，次表に定めるところ

により建築基準法第42条に定める道路（ただし，第1項第4号を除く。）に接続させること

ができる。 

 

開  発  区  域  の  規  模 道 路 の 幅 員                     

0.5ha 未満 4.0 ｍ  以上 

0.5ha  以上～1.0ha 未満 5.0 ｍ  以上 

1.0ha  以上～5.0ha 未満 6.0 ｍ  以上 

5.0ha  以上 9.0 ｍ  以上（注） 

(注)  大型車の交通が極めて少なく，総交通量も少ない場合等については6.5ｍ以上とす

ることができる。 

 

(2)  区域内に新たに道路を築造する開発行為の場合 

開発区域の主要道路は，開発区域外の幅員9ｍ（住宅地の場合は，6.5ｍ）以上の国道，

県道又は市道に接続させるものとする。 

    ただし，開発区域の周辺の状況により，当該国道，県道又は市道に接続させることが困

難である場合には，開発区域の規模に応じ，次表に定めるところにより建築基準法第42条

に定める道路 (ただし，第1項第4号を除く。)に接続させることができる。 

 

開  発  区  域  の  規  模 
道 路 の 幅 員                           

住宅地の場合 その他の場合 

0.5ha 未満 
4.0 ｍ  以上 

4.0ｍ  以上 

0.5ha  以上～1.0ha 未満 5.0ｍ  以上 

1.0ha  以上～5.0ha 未満 5.5 ｍ  以上 6.0ｍ  以上 

5.0ha  以上 6.5 ｍ  以上 9.0ｍ  以上 
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２ 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で開発区域の面積が1ha未満のものにあ

っては，前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り，当該道路の

所定幅員を満たすものとみなす。 

 

(1) 幅員4.0ｍ以上の区間の延長が全延長の9割以上であること。 

(2)  幅員4.0ｍに満たない区間の幅員が3.6ｍ以上であり，かつ，当該区間の延長が１ヶ所当たり

35ｍ以下であること。 

(3)  幅員4.0ｍに満たない区間が主要な交差点から20ｍ以上離れていること。 

図 

                                

 

                             

       

   

          

 

                    Ｌ 

 

              ※ Ｌ －（ℓ １＋ℓ ２）≧０．９Ｌであること 

  

（開発道路に関する基準） 

第21 開発区域内の道路については，開発区域の規模に応じて通過発生交通量，交通施設計画，

街区計画，他の公共施設との関連及び居住者，付近住民の安全，利便を勘案し，次のとおり

とする。 

 (1) 開発区域の取付道路の幅員 

     開発区域内の主要な道路を開発区域外の道路に接続させる取付道路の幅員は，当該開発

区域内の主要な道路の幅員とする。 

 (2) 開発区域内の主要道路の幅員 

    開発区域内の主要道路の幅員は，次表を標準とする。 

開  発  区  域  の  規  模 道 路 の 幅 員                     

1.0ha 未満 6.0 ｍ  以上 

1.0ha  以上～  5.0ha 未満 6.5 ｍ  以上 

5.0ha  以上～ 10.0ha 未満 9.0 ｍ  以上 

10.0ha  以上～ 20.0ha 未満 12.0 ｍ  以上 

20.0ha  以上 16.0 ｍ  以上 

  ※ 開発区域の規模が1.0ha未満の開発行為にあっては，転回広場等を除き，原則として全て

の道路を主要道路と見なす。 

  ※ 幅員 9.0ｍ以上の道路には，道路構造令（昭和45年政令第320号）による幅員の歩道を 

設置する。 

  ※ 市街化調整区域内における開発区域の面積が20ha以上の開発行為にあっては，予定建築

物の敷地から 250ｍ以内の距離に幅員12ｍ以上の道路が設けられていること。 

Ｗ2≧3.6m 
Ｗ1≧3.6m 

ℓ 2≦35.0m ℓ ≧20.0m 

ℓ 1≦35.0ｍ 
開発区域 

Ｗ≧6.5m 
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 (3) 開発区域内の区画道路の幅員 

    工業用地を目的とする開発区域内の区画道路の幅員は9ｍ以上，住宅地を目的とする開発

区域内の商業用地部分の区画道路の幅員は8ｍ以上とし，その他の部分は6ｍ以上とする。

ただし，道路の延長が極めて短く交通上支障がないと認められる場合等はこの限りではな

い。 

 (4) 道路の幅員構成 

   道路の幅員構成は，道路構造令によることを原則とする。 

   なお，道路幅員構成の決定については，道路管理者とも十分協議を行なうものとする。 

(5) 道路の構造 

   道路の舗装，隅切り等の設計については，次に定めるもののほか道路構造令によるものと

し，道路管理者と十分に協議を行うものとする。 

  ア 道路の舗装 

      道路の路面は，アスファルトコンクリート舗装若しくはセメントコンクリート舗装と

し，舗装の構造は次表を標準とする。 

      

※ 路床土が軟弱あるいは湧水がある場合には遮断層として砂厚20cm別途施工すること。 

※ その他の事項については，「舗装設計施工指針」，「舗装設計便覧」及び「道路構造令 

 (昭和45年政令第320号)」によること。 

 

  イ 側溝 

   (ｱ) 道路の両側にはＵ型側溝，Ｌ型側溝等を設け、流末施設に接続させること。 

     また，道路の側溝は、路面及び周辺宅地から排出される雨水を有効に処理できる断面

積を有し，側溝構造は日本工業規格による鉄筋コンクリート側溝及び国土交通省制定に

よる「土木構造物標準設計」を標準とする。 

      側溝構造図（参考） 

 

 

道 路 

舗装 

全厚 

(cm) 

内            訳        （㎝） 
舗装計画交通量(単位

1日につき台)（注）表  層 基  層 歴青安定処理 粒度調整 下層路盤

車 道 

4～16ｍ 

65 5 5 - 25 30 250台以上 

55 5 - - 15 35 100台以上250台未満

40 5 - - 15 20 100台未満 

歩  道 13 3 - - - 10  
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   (ｲ)  道路の側溝を道路幅員に含める場合は，対象とする輪荷重に耐えられる構造の蓋版

を布設し，10ｍ以下の間隔で取外しの容易なグレーチングを設けること。 

   (ｳ) 側溝に２次製品を使用する場合は，次によるものとする。 

    ａ Ｕ型側溝の場合 

      日本工業規格による鉄筋コンクリートＵ型側溝300以上を原則とする。 

    ｂ Ｌ型側溝の場合 

      日本工業規格による鉄筋コンクリートＬ型側溝450以上を原則とする。 

 

  ウ 街渠桝 

    街渠桝の構造は次の図を標準とし，道路を歩車道に分離する場合には歩車道の境界に街

渠桝を設置するものとする。 

 

街渠桝の設計標準図( 参考 ) 
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  エ  転回広場 

    道路は，袋路状でないことを原則とするが，主として住宅の建築の用に供する目的で行

う開発行為において，やむを得ず袋路状道路を設置する場合は，その延長を1４0ｍ未満と

し，次表により延長に応じ，避難上及び車両の通行上支障がない転回広場を適切な間隔で

設けなければならない。 

     

道路に関する技術的細目(袋路状道路の取り扱い) 

袋路状道路の延長 必要な転回広場の数 

35ｍ未満 必要なし 

35ｍを超え105ｍ未満 終端に１箇所 

105ｍを超え140ｍ未満 終端に１箇所及び中間に１箇所 
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  オ 隅切り 

   開発区域内において新設しようとする道路が同一平面で交わる（Ｔ字型及びＬ字型に交わ

る場合を含む）とき，又は新設しようとする道路と既存の道路が交わる場合には，円滑な自

動車交通安全のための視距（一定の見通し距離）を確保する目的でその街角を等辺に切り取

り，道路に含むものとし，隅切り長（ℓ ）は歩道の有無にかかわらず次表を標準とする。 

また，やむを得ず正規の隅切りを確保できない場合は，原則として下記のとおりとする。 

(ｱ) 片隅切りとする場合 

  隅切りの長さが標準の1.5倍以上かつ，隅切りとして確保する面積が正規の隅切りの

合計面積以上であること。 

(ｲ) 片隅切りではないが，正規の隅切りが確保できない場合 

  隅切りとして確保する面積の合計が，正規の隅切りの合計面積以上であること。 

 

 

【やむを得ず正規の隅切りが取れない場合の参考例】 

(ｲ) 片隅切りではないが，正規の隅切りが確保できない場合(ｱ) 片隅切りとする場合 

家

2A≦C+D 

面積C

開発道路 

周 

辺 

道 

路 

既存道路に接する部分も

隅切りを確保すること 

既存道路 

正規の隅切りの合計面積2A 

家 

正規の1.5倍以上 

かつ2A≦B 

面積B 

開発道路 

周 

辺 

道 

路 

既存道路に接する部分も

隅切りを確保すること 

既存道路 

正規の隅切りの合計面積2A 

面積D

隅切りの形状は，原則として 

二等辺三角形とすること 
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 隅 切 表           （単位：ｍ） 
    道路幅員 40 30 25 20 15 12 10 8 6 4 

交 

差 

角 

  60° 

前 

後 

40 20 20 15 15 12 8     

30 20 20 15 15 12 8 6    

25 15 15 12 12 12 8 6 6   

20 15 15 12 12 12 8 6 6 6  

15 12 12 12 12 10 8 6 6 6  

12 8 8 8 8 8 8 6 6 6  

10  6 6 6 6 6 6 6 6 4 

8   6 6 6 6 6 6 6 4 

6    6 6 6 6 6 6 4 

4       4 4 4 4 

 

 道路幅員 40 30 25 20 15 12 10 8 6 4 

交 

差 

角 

  90° 

前 

後 

40 15 15 12 12 10 6     

30 15 15 12 12 10 6 5    

25 12 12 10 10 10 6 5 5   

20 12 12 10 10 10 6 5 5 5  

15 10 10 10 10 8 6 5 5 5  

12 6 6 6 6 6 6 5 5 5  

10  5 5 5 5 5 5 5 5 3 

8   5 5 5 5 5 5 5 3 

6    5 5 5 5 5 5 3 

4       3 3 3 3 

 

 道路幅員 40 30 25 20 15 12 10 8 6 4 

交 

差 

角 

120 °

前 

後 

40 12 12 10 10 8 5     

30 12 12 10 10 8 5 4    

25 10 10 8 8 8 5 4 4   

20 10 10 8 8 8 5 4 4 4  

15 6 8 8 8 6 5 4 4 4  

12 5 5 5 5 5 5 4 4 4  

10  4 4 4 4 4 4 4 4 2 

8   4 4 4 4 4 4 4 2 

6    4 4 4 4 4 4 2 

4       2 2 2 2 

※ 道路幅員が中間値の場合は，原則として直近上位の数値とすること。 

※ 交差角が中間値の場合は，原則として直近の数値とすること。 
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  カ  交通安全施設等 

    屈曲，水路，がけ等のある道路については，交通の安全及び道路の保全を図るため必要

に応じ，防護さく，駒止，擁壁，照明施設等を設けること。 

  キ  街路樹 

   歩行者の快適性を高め道路景観の向上を図るため，幅員2.5ｍ以上の歩道においては，原

則として植栽を行うこと。 

   なお，植栽については道路管理者と協議をすること。 

 

（公園，緑地，広場に関する基準） 

第22   開発区域内における公園，緑地及び広場は，開発区域周辺の状況を勘案のうえ，近隣住

民が利用しやすい位置に配置し，かつ，次の基準に適合するよう設けるものとする。 

 (1)  配置及び規模 

  ア 公園の配置及び規模 

     開発区域の面積が0.3ha以上の開発行為にあっては，開発区域に，面積の合計が3％以上

の公園，緑地又は広場が設けられていること。 

    なお，公園の配置設計の基準は次表を標準とする。 

  市街化区域内において行う開発行為又は市街化調整区域において行う20ha未満の開発行為    

         最小公園面積 

  

開発区域規模 

1,000 ㎡以上 300㎡以上 150㎡以上 90 ㎡以上 

0.3ha 以上0.5ha 未満    1 箇所以上 

0.5 ha 以上3 ha 未満    1 箇所以上  

  3 ha 以上5 ha 未満   １箇所以上   

 5 ha 以上20 ha 未満  1  箇所以上            
1 箇所300 ㎡を下ってはならない。 

 20 ha 以上      2  箇所以上            

※ 法第32条の協議により，住居系の開発行為は公園，非住居系の開発行為は緑地，広

場とすることができる。 

※ いずれにおいても，公園等の面積は開発面積の3％を下回ってはならない。 

       

イ  公園等の設置を要しない場合 

    政令第25条第6号のただし書きの規定は，次のいずれかに該当する場合に適用する。 

   (ｱ) 予定建築物の用途が住宅以外の用途にあっては，敷地が一つであり，建築物の周囲に

十分な空地が確保されていること。 

   (ｲ) 予定建築物の用途が住宅の場合にあっては，開発区域の敷地から250ｍ以内におおむね

2,500㎡以上の街区・近隣公園が設けられており，河川，鉄道及び幹線道路等に妨られる

ことなく利用できる状態にあること。 

 (2) 施設及び構造 

  ア 公園の形状 

 (ｱ) 公園を設置する部分の地形はできる限り平坦地とし，1,000㎡以上の公園については２

面以上道路に接するものとし，1,000㎡未満の規模の公園については2面以上，道路に接す

るように努めるものとする。 

(ｲ) 形状は，正方形，長方形等，公園施設が有効に配置できるものでなければならない。 
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  イ 外さく 

    公園の外周には危険防止，境界の保全を目的として，｢さく｣ 等を設置するものとする。 

また，基礎はコンクリート製で転倒，沈下のないよう強固なものとすること。 

ウ 出入口 

(ｱ)公園には，標準として出入口を２ケ所設置し，幅員3.0ｍの出入口を１ケ所以上設けること。 

(ｲ) 出入口には利用者の安全を図るため，車止めを設けること。 

(ｳ) 出入口からの土砂流出防止のため，コンクリート系舗装等をすること。 

(ｴ) 認証台，園名板の設置位置は，適切な位置に設置すること。 

エ 施設 

    公園は原則として平坦にするものとし，地表面は良質で整地（ダスト舗装等）を行い，

植栽，休養，遊戯施設等を適切な位置に配置するものとする。 

    なお，公園施設については，次表を参考に利用対象者等を考慮して設置するものとする。 

 公    園    施    設 

街区公園 
砂場，ブランコ，スベリ台，鉄棒ラダー，シーソー，ジャングルジム，登は

ん木，石の山，プレイキャッスル，トンネル，ベンチ，ステージ，便所 

近隣公園 
上記に掲げる施設，運動施設，野球場，テニスコート，休息施設，バレー

コート，樹林地，花だん，築山，ガーデン，芝生広場，野外ステージ 

 

※公園施設整備の具体的内容については，公園管理者と別途協議を行うこと。 

(3) 緑地の保全 

   開発区域の樹林地，草地，水辺地等の自然地を積極的に保全するとともに，公園等を連絡

する遊歩道を設けるなど，緑の環境を確保しなければならない。 

（排水施設に関する基準） 

第23   開発区域内の排水施設の計画は，開発区域周辺の状況及び開発区域の規模，形状に降水

量等を勘案して，次に掲げるところにより定めるものとする。 

 (1) 設計の原則 

  ア 排水施設を設置するにあたり，市及び県が周辺の状況を考慮して一体的に整備する必要

があるとして指示したときは，これに協力しなければならない。 

  イ 開発区域周辺の地形等の関係及び他の開発区域との関連で，当該開発区域に流入が見込

まれる周辺地域から排出される雨水及び汚水についても勘案のうえ計画するものとする。 

  ウ 下水道を設置するにあたっては，市の下水道計画を勘案して設計すること。 

  エ 下水の排除方式は原則として分流式とする。（公共下水道合流区域は除く。） 

  オ 終末処理場を有する下水道に放流する場合を除き，開発区域の面積が20ha以上のものは

終末処理施設を設けるものとする。 

    ただし，汚水を排出しない開発行為の場合はこの限りではない。 

  カ 20ha未満の開発行為にあっても，できる限り終末処理施設を設けることとし，開発区域

内に活性汚泥法などの生物学的方法によっては処理できない汚水を搬出する施設を設置す

る者は，下水道法（昭和33年法律第79号）第12条の10に準拠した除外施設を設けるものと

する。 

    なお，やむを得ず終末処理施設を設けることができないときには，屎尿処理施設は浄化

槽を設ける場合を除き，くみ取り式とする。家庭雑排水については，簡易浄化槽を設置し

，暗渠による構造で管理者等の同意を得て河川その他の水路等に放流するか若しくは地下

浸透にすることができるものとする。 
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  キ 雨水の排除方式は自然流下式を原則とする。 

  ク 雨水排水施設は，放流先の排水能力及び周辺地域への影響等，状況を勘案してやむを得

ないと認められるときは，開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池，その他の適当

な施設を設けることができる。 

    なお，調整池，浸透施設の基準は，下記によるものとする。 

 

 

    

 

(ｱ) 調整池 

 フィルダム  
  
 防災調節池等技術基準（案） 

 掘込み式  
  

コンクリートダム  河川砂防技術基準（案） 
 

   (ｲ) 浸透施設   ｢(11)雨水排水の流末の敷地内処理｣ 参照 

 

 (2)  雨水排水量の算定基準は次のとおりとする。 

  ア 算定式は原則として次の合理式によること。 

         1                                         ａ 

     Ｑ＝ ×Ｃ×Ｉ×Ａ                  Ｉ＝ （タルボット式）

        360                                      ｔ＋ｂ 

     Ｑ：最大計画雨水流出量( ㎥/sec )        ａ：定数 

     Ｃ：流出係数                            ｂ：定数 

     Ｉ：流達時間内の平均降雨強度( mm/h )    ｔ：流達時間＝ｔ1+ｔ2 

     Ａ：排水面積(ha)                        ｔ1:流入時間( min ) 

                         ｔ2:流下時間( min ) 

  イ 流出係数（Ｃ）については，次表を標準とする。 

    表１  工種別基礎流出係数標準値 

工 種 別               流 出 係 数             工 種 別                   流 出 係 数             

屋    根 0.85 ～0.95 間    地 0.10 ～0.30 

道    路 0.80 ～0.90 芝，樹木の多い公園 0.05 ～0.25 

その他の不浸透 0.75 ～0.85 勾配のゆるい山間地 0.20 ～0.40 

水    面 1.00 勾配の急な山間地 0.40 ～0.60 

   ※ 一つの開発区域で工種別が異なる場合は，工種別ごとの面積加重平均とすることが

できる。 

    

 表２  用途別総括流出係数標準値 

 敷地内に間地が非常に少ない商業地域及び類似の住宅地域 0.80 

 浸透面の野外作業場等間地を若干もつ工場地域及び庭が若干ある住宅地域 0.65 

 住宅公団団地等の中層住宅団地及び１戸建住宅の多い地域 0.50 

 庭園を多くもつ高級住宅地域や畑地等が割合残っている郊外地域 0.35 

 

  ウ 降雨強度(Ｉ)については，原則として次に掲げる降雨強度式を用いること。 
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別表 ウ 

１ha未満（5年確率）の降雨強度式による継続時間降雨強度(mm/h) 

適用範囲 降雨強度式 時間雨量 特性係数 5分 10分 20分 30分 40分 60分 80分 100分 120分 

下表３以外の町 5,790/(t+33) 62.2 2.16 152.4 134.7 109.2 91.9 79.3 62.2 51.2 43.5 37.8 

下表３の町 5,225/(t+35) 55.0 2.11 130.6 116.1 95.0 80.4 69.7 55.0 45.4 38.7 33.7 

表３ 

下ケ橋町 長峰町 白沢町 中岡本町 下岡本町 東岡本町 逆面町 相野沢町 古田町 上田原町 下田原町 宝井町 

叶谷町 立伏町 上大塚町          

中里町 冬室町 関白町 宮山田町 今里町 松田新田町 上田町 金田町 免ノ内町 高松町 松風台町 上小倉町 

下小倉町 芦沼町           

 

１ha以上5ha未満（10年確率）の降雨強度式による継続時間降雨強度(mm/h) 

適用範囲 降雨強度式 時間雨量 特性係数 5分 10分 20分 30分 40分 60分 80分 100分 120分 

下表４以外の町 6,702/(t+34) 71.3 2.14 171.9 152.4 124.2 104.8 90.6 71.3 58.8 50.1 43.6 

下表４の町 6,650/(t+35) 70.0 2.11 166.3 147.8 121.0 102.4 88.7 70.0 57.9 49.3 43.0 

 

５ha以上（30年確率）の降雨強度式による継続時間降雨強度(mm/h) 

適用範囲 降雨強度式 時間雨量 特性係数 5分 10分 20分 30分 40分 60分 80分 100分 120分 

下表４以外の町 7,880/(t+34) 83.8 2.13 202.1 179.1 146.0 123.2 106.5 83.9 69.2 58.9 51.2 

下表４の町 7,600/(t+35) 80.0 2.11 190.0 168.9 138.2 117.0 101.4 80.0 66.1 56.3 49.1 

表４ 

下ケ橋町 長峰町 白沢町 中岡本町 下岡本町 東岡本町 逆面町 相野沢町 古田町 上田原町 下田原町 宝井町 

叶谷町 立伏町 上大塚町          

 

100年確率の降雨強度式による継続時間降雨強度(mm/h) 

適用範囲 降雨強度式 時間雨量 特性係数 5分 10分 20分 30分 40分 60分 80分 100分 120分 

下表５以外の町 13,225/(t+55) 115 1.77 220.5 203.5 176.4 155.6 139.3 115 98 85.4 75.6 

下表５の町 11,050/(t+25) 130 2.43 368.4 315.8 245.6 201.0 170.0 130.0 105.3 88.4 76.3 

表５ 

中里町 冬室町 関白町 宮山田町 今里町 松田新田町 上田町 金田町 免ノ内町 高松町 松風台町 上小倉町 

下小倉町 芦沼町           
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エ  降雨強度の中で用いる到達時間（ｔ）のうち流入時間（ｔ1 ）は，原則として次表又は 

カーベイ式とし，流下時間（ｔ2 ）は，管渠区間ごとの距離と計画流量に対する流速とから

求めた区間ごとの流下時間を，それぞれ合計して求める。 

 

        流入時間の標準値（ｔ1 ） 

人口密度が高い地区 5 分 幹    線 5 分 

人口密度が低い地区 10 分 枝    線 7～10分 

平    均 7 分   

 

 (3) 計画汚水量の算定基準は次のとおりとする。 

  ア 住宅地の汚水量の算出は，原則として次の式によること。 

           1 

Ｑ＝        ×Ｐ×（ｑ1 ×ｑ2×1.5） 

24×60×60 

                    Ｑ : 計画時間最大汚水量（㎥／sec ) 

                    Ｐ : 計画人口（人） 

                    ｑ1 : １人１日当たり最大汚水量（㎥／日） 

                    ｑ2 : 地下水量（㎥／日) 

                        １人１日当たり最大汚水量の10～20％ 

                        を見込むものとする。 

 

  イ 住宅地以外の汚水量算出は，予定建築物の用途又は規模に応じて想定される計画使用水

量を勘案して算出すること。 

 

 (4)  排水管渠の設計基準は次のとおりとする。 

  ア 設計流速は，汚水管渠，雨水管渠とも1.0～1.8 m/secを標準とし，一般に下流に行くに

従い流速を漸増させ，勾配は下流に行くに従い次第に緩くなるようにする。 

    なお，設計流速については，上記の標準によることが困難な場合でも，次表の範囲を超

えてはならない。    

 

 

排 水 施 設             
流 速 の 範 囲                  ｍ／sec 

最   小 最   大 

汚 水 管 渠             0.6 3.0 

雨水排水施設 0.8 3.0 
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  イ 流量計算公式は次の式を標準とすること。 

 

    ※ マニング式                                  

                               

        Ｑ＝  Ａ×Ｖ                                

                               

            1                       

        Ｖ＝  ×Ｒ2/3 ×Ｉ1/2                

           ｎ                                    

 

  ウ 汚水管渠の設計は計画時間最大汚水量に対し次表の通り余裕を見込むものとする。 

 

        管渠の流下能力 

排水施設名 
汚 水 管                   

管 径（㎜） 余    裕 

管  渠 

200 ～  600 約  100 ％ 

700 ～1,500 約 50 ～100 ％ 

1,650 ～3,000 約 25 ～ 50 ％ 

    

※ 矩形渠の設計は，水深を内法高さの9割とするが，開渠の設計にあたっては，8割水深の

流下能力以上とする。 

※ 雨水管渠の場合にあっても地域の特性を考慮し，多少の余裕を見込むことが望ましい。 

   

  エ 最小管径は，汚水管渠にあっては200㎜，雨水管渠にあっては250㎜とする。 

  オ 粗度係数（ｎ）はマニング式及びクッター式とも陶管，鉄筋コンクリート管渠等の工場

製品及び現場打ち鉄筋コンクリート管渠で滑面の場合は0.013，硬質塩化ビニール管及び強

化プラスチック複合管の場合は0.010を基準とする。 

 

    なお，その他の排水施設については次表による。 

水路の形式 水 路 の 状 況                     ｎの標準値 

管  渠 コルゲートメタル管（2形） 0.033 

水  路 

モルタル 

コンクリート，コテ仕上げ 

コンクリート，底面砂利 

石積み，モルタル目地 

空石積み 

土，直線水路，雑草あり 

砂利，直線水路 

岩盤，直線水路 

0.013 

0.015 

0.017 

0.025 

0.032 

0.027 

0.025 

0.035 

Ｑ：流量( ㎥／sec ) 

Ａ：流水の断面積( ㎡ )  

Ｖ：流速( m ／sec ) 

ｎ：粗度係数 

Ｒ：径深( m ) (=A/P) 

Ｐ：流水の潤辺長( m ) 

Ｉ：勾配（分数又は小数） 
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自 然 水 路           

整正断面水路 

非常に不整正な断面，雑草 

立木多し 

0.030 

0.100 

 

 (5)  管渠の構造 

  ア 管渠の基礎は管渠の種類，形状，土質等に応じて次の各項を考慮して定めるものとする。 

   (ｱ) 鋼性管渠の基礎 

     鉄筋コンクリート管，陶管等の剛性管渠には条件に応じて砂，砕石，はしご胴木，コ

ンクリートなどの基礎を設ける。また，必要に応じて鉄筋コンクリート基礎，杭基礎又

はこれらの組み合せ基礎を施す。 

   (ｲ) 可とう性管渠の基礎 

     硬質塩化ビニール管，強化プラスチック複合管の可とう性管渠は，原則として自由支

承の砂基礎等とする。 

  イ 管渠の土被りは原則として1.2ｍ以上としなければならない。 

  ウ 管渠の接合は次の各項を考慮して定めるものとする。 

    (ｱ) 管渠径が変化する場合又は２本の管渠が合流する場合の接合方法は，原則として水面

接合又は管頂接合にすること。 

    (ｲ) 地表勾配が急な場合には管渠径の変化の有無にかかわらず，原則として地表勾配に応

じ，段差接合又は階段接合とする。 

    (ｳ) 2本の管渠が合流する場合の中心交角は60度以下とし，曲線をもって合流する場合の曲

線の半径は内径の５倍以上とする。 

    (ｴ) 管渠の継手は，水密性及び耐久性のあるものとする。 

    (ｵ) 軟弱地盤において管渠とマンホールなどの剛性の高い構造物と接合する場合には必要

に応じ可とう性の継手を用いる。 

 

(6)  マンホール 

   マンホールの設計基準は次のとおりとする。 

  ア マンホールの配置 

   (ｱ) マンホールは管渠の起点，方向，勾配，管渠径等の変化する箇所，段差の生ずる箇所，

管渠の会合する箇所並びに維持管理のうえで必要な箇所に必ず設けること。 

    (ｲ) 管渠の直線部のマンホール最大間隔は，管渠径によって次表を標準とする。 

     マンホールの管渠径別最大間隔 

 

管渠径 （㎜） 600以下 1,000以下 1,500以下 1,650以上 

最大間隔（ｍ） 75 100 150 200 
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   イ マンホールの種類 

    マンホールの種類は次表によることとする。 

 

標準マンホール 

呼び方 形状寸法 用        途 

組立 0 号マンホール 内径 75cm 円形 
小規模な排水又は，起点。ほかの埋設物の制約

等から１号マンホールが設置できない場合 

組立 1 号マンホール 内径 90cm 円形 
管の起点及び600mm以下の管の中間点並びに 

内径 400mmまでの管の会合点 

組立 2 号マンホール 内径 120cm 円形 
内径 900mm以下の管の中間点及び 

内径 500mm以下の管の会合点 

組立 3 号マンホール 内径 150cm 円形 
内径 1,100mm以下の管の中間点及び 

内径   700mm以下の管の会合点 

組立 4 号マンホール 内径 180cm 円形 
内径 1,350mm以下の管の中間点及び 

内径   800mm以下の管の会合点 

 

  ウ マンホールの蓋 

   (ｱ) 下水道のマンホールの蓋は，宇都宮市上下水道事業管理者（以下「上下水道事業者」

という）が定めた「マンホール鉄蓋仕様書」に基づく製品を使用し，蓋の設計荷重につ

いては上下水道事業者と協議すること。 

   (ｲ) 市に帰属することとなるマンホールの蓋の種類は道路管理者又は上下水道事業者と協

議のうえ決定するものとし，自己管理となるマンホールの蓋は市のマークの表示のない

ものを使用することとする。 
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  エ マンホールの構造は次の図を標準とする。 
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 (7)  開渠の構造 

  ア 開渠の種類 

    開渠には一般に無筋コンクリート，石積み，コンクリートブロック積み，鉄筋コンクリ

ート，鉄筋コンクリート組み立て土止め等を用いる。 

  イ 開渠の断面 

    開渠の断面形は，台形又は長方形を標準とする。 

  ウ 基礎工 

    基礎の設計に当たっては，開渠の種類，材質，土質に応じて堅固な構造とする。 

 (8)  ますの構造 

  ア 汚水ます 

    位置は，公道と民有地との境界線付近とする。 

  イ 雨水ます 

    歩車道区分のある場合はその境界に，歩車道の区分のない場合は公道と民有地との境界線

に設け, 底には，雨水に混入する泥ごみ等を集めるため，15㎝以上の泥だめを設けること。 

    なお，路面排水の雨水ますの間隔は道路の幅員，勾配等の形態によって定める。 

  ウ 構造及び材質 

   (ｱ) 汚水ます 

    ａ  形状及び構造 

      円形で硬質塩化ビニール製を標準とする。 

    ｂ 大きさ 

      内径を20㎝とし，ますの深さを80～100㎝程度とする。 

    ｃ 蓋 

      硬質塩化ビニール製，鋳鉄製（ダクタイルを含む）で作られた密閉蓋とする。 

    ｄ 底部 

      底部には，インバートをつける。 

   (ｲ) 雨水ます 

    ａ  形状及び構造 

      円形及び角形のコンクリート，鉄筋コンクリート製又は塩化ビニール製等とする。 

    ｂ 大きさ 

      内径又は内法を30～50㎝とし，ますの深さを80～100㎝程度とする。 

  ｃ 蓋 

    鋳鉄製（ダクタイル製を含む），鉄筋コンクリート製，塩化ビニール製及びその他堅

固で，耐久性のある材質とする。 

ｄ 底部 

      底部には，深さ15㎝以上の泥だめを設ける。 
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 (9)  取付け管の構造 

  ア 管種 

    管種は陶管，鉄筋コンクリート管，硬質塩化ビニール管又はこれと同等以上の強度及び

耐久性のあるものを使用する。 

  イ 平面配置 

   (ｱ) 敷設方向は，本管に対して直角，かつ直線的に敷設する。 

   (ｲ) 本管の取付け部は，本管に対して60度又は90度とする。 

  ウ 勾配 

    勾配は10％以上とし，位置は本管の中心線から上方に取付ける。 

  エ 管径 

    取付け管の最小管径は15㎝とする。 

  オ 取付け部の構造 

    本管へ取付け管を接続する場合は，支管を用いるか又は本管に枝付き管を用いる。 

 (10) 終末処理施設の設計 

 ア 処理方法は，次の各項を考慮して総合的な見地から定めるものとする。 

   (ｱ) 流入下水の水量及び水質 

   (ｲ) 放流水域の水質の許容限度 

   (ｳ) 放流水域の現在及び将来の利用状況 

   (ｴ) 処理水の利用計画 

   (ｵ) 処理場の立地条件，建設費，維持管理費及び操作の難易 

   (ｶ) 法令等に基づく規制 

  イ 処理施設は下水道法施行令（昭和34年4月22日政令第147号）第6条の放流水の水質の技術

上の基準に準拠した活性汚泥法，標準散水ろ床法その他これらと同程度に下水を処理する

ことができる処理施設を原則とする。 

    ただし，処理施設の規模その他の事情により，建築基準法施行令（昭和25年11月16日政

令第338号）の基準による合併処理浄化槽とすることができる。 

  ウ 処理施設の処理能力は日最大汚水量で計算するものとする。 

  エ 設計基準 

   (ｱ) 下水道法に準拠した処理施設の設計基準については，「下水道施設計画・設計指針と解

説」によること。 

   (ｲ) 建築基準法施行令の規定による屎尿浄化槽の設計基準については，建築基準法施行令

第32条の規定に基づく屎尿浄化槽の構造の指定（昭和55年7月14日建設省告示第1292号）

によること。 

  オ 水質基準 

    処理施設からの放流水の水質基準は下水道法施行令第6条に準拠した次表１及び水質汚濁

防止法に基づく排水基準を定める条例（昭和47年3月28日栃木県条例第6号）で定めた次表

２（下水道終末処理施設）を基準とする。 

    ただし，建築基準法施行令の基準による屎尿浄化槽の場合は次表２（屎尿処理施設）を

基準とする。その他の項目については，排水基準を定める総理府令（昭和46年総理府令第

35号）による。 

  カ 維持管理 

    終末処理施設の維持管理については，管理計画を定めるものとする。 

    なお，当該終末処理施設で処理できない汚水を搬出する者に対する除外施設設置義務規

定をその維持管理計画に定めるものとする。 

  キ 法令及びこの基準に定めのないものについては，市の浄化槽に関する指導要綱によるも

のとする。 
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     表１ 

                        

区分

 項目 

活性汚泥法，標準散水ろ床法その他これらと

同程度に下水を処理することができる方法に

より下水を処理する場合 

水素イオン濃度（水素指数） 

(PH) 
5.8以上  8.6 以下 

生物化学的酸素要求量(BOD) 

（単位１ℓ につき５日間に㎎）
20  以下 

浮  遊  物  質  量 (SS) 

（単位１ℓ につき㎎） 
70  以下 

大  腸  菌  群  数 

（単位１㎤につき個） 
3,000 以下 

 

     表２ 

                         

 区分

 項目 
屎 尿 処 理 施 設                  下水道終末処理施設                    

六価クロム化合物 

（単位  １ℓ につき㎎） 
0.5 0.1 

生物化学的酸素要求量(BOD) 

（単位  １ℓ につき㎎） 
日間平均 30 日間平均 20 

化学的酸素要求量 

（単位  １ℓ につき㎎） 
日間平均 30 日間平均 20 

浮  遊  物  質  量 

（単位１ℓ につき㎎） 
日間平均 70 日間平均 70 

ノルマルヘキサン抽出物質含有

量（動植物油脂類含有量） 

（単位１ℓ につき㎎） 

（鉱油類）5 

30 
10 

フェノール類含有量 

（単位１ℓ につき㎎） 
5 1 

溶解性鉄含有量 

（単位１ℓ につき㎎） 
10 3 

溶解性マンガン含有量 

（単位１ℓ につき㎎） 
10 3 

弗素含有量 

（単位１ℓ につき㎎） 
15 8 
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 (11)  雨水排水の流末の敷地内処理 

     敷地内処理施設の設計基準は次のとおりとする。 

  ア 適用範囲 

    開発区域（法第43条第1項の許可申請の場合にあっては，敷地）の面積が原則として１ha

未満のもので，雨水排水流末を他の排水施設に接続することが困難であり，かつ，敷地内

処理としても周辺に被害を生じる恐れのないもの。 

  イ 設置禁止区域 

    (ｱ) 急傾斜地崩壊危険区域及びその周辺地 

    (ｲ) 地すべり防止区域及びその周辺地 

    (ｳ) 地下への雨水を浸透させることによって，法面，擁壁等の安全性が損なわれるおそれ

のある地域，周辺の居住又は自然環境を害するおそれのある地域 

   (ｴ) 浸透係数が0.0001mm/sec未満の地域，粘土等 

    (ｵ) 地下水位の高い地域 

    (ｶ) 土壌汚染地域（工場跡地等)  

   (ｶ) 盛土地盤（地形，構造，盛土材等を判断して，支障のないものを除く。） 

  ウ 現地浸透能力調査 

    現地土質の浸透能力の判断は，原則としてオ－ガ－ボ－リング等の現地調査により行うこと。 

    なお，開発区域面積5,000㎡を超えるものにあっては，土質調査報告書等を提出するものと

する。 

  エ 構造 

   (ｱ) 構造は，堅固で維持管理が容易なものであること。 

   (ｲ) 底面を除く掘削面及び上面には透水性のシート等を設けること。 

   (ｳ) 浸透係数（Ｋ） 

     浸透係数については，最大0.3mm/sec以下として計算すること。 

       

代表的な浸透係数（参考） 

土  質 浸透係数  (mm/sec) 

れ  き （1.0 以上）※ 0.3 使用 

砂 0.01 ～  1.0 ※最大 0.3使用 

砂質土 0.0001 ～0.01 

鹿沼土 0.01 

粘質土 0.0001 以下  ※使用注意 

粘  土 0.0000001以下※使用不可 

 

  オ 安全率 

    施設の単位浸透設計量を決定するにあたっては，施設構造の安全率，目詰による影響，

地下水位による影響及び降雨による影響などを考慮し，次の安全率を標準とすること。 

安全率（Ｓ）＝Ｓ1 ×Ｓ2 ×Ｓ3 

Ｓ1:施設構造の安全率 0.8 

Ｓ2:降雨による低減率 0.9 

Ｓ3:目詰まりによる低減率 
30年以下 0.5 

50年     0.35 



 36

  カ 浸透施設と地下水位の関係 

    浸透能力は，地下水位と浸透施設の底面からの距離によって影響されるが，底面から

0.5m以上離れていれば，浸透能力に影響がないものとして浸透施設の設置可能範囲の検討

の対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  キ 浸透施設の容量算定式 

     Ａ：排水面積（ha）     Ｄ：浸透槽底面積（㎡） 

     Ｋ：浸透係数(mm/sec)    Ｃ：流出係数 

 

   ＜放流量（浸透量）の算出＞  

      Ｑ0 （㎥/sec) ＝1/1,000 ×Ｋ(mm/sec)×Ｄ（㎡）×Ｓ（安全率） 

     （Ｑ0 は浸透槽底面積から毎秒あたりの浸透量） 

  

   ＜貯水容量が最大になる時間＞ 

 

               ａ×ｂ×Ｃ×Ａ 

       ｔ0 （min）＝ －ｂ
                360 ×Ｑ0 

 

   ＜貯水容量の計算＞ 

                1          ｔ0 

      Ｒ0 （㎥）＝（  ×ａ×Ｃ×Ａ× ）－（60×Ｑ0 ×ｔ0 ）
                6         ｔ0 ＋ｂ 

 

                Ｒ0（㎥） 

      有効貯水容量＝  
単粒度20～40mm砕石等で埋め戻す場合は

空隙率は0.30～0.35で割る 

空隙率  

               

                         

 

   ＜深さの計算＞ 

               Ｒ0 （㎥） 

      Ｈ（ｍ） ＝ 
               Ｄ （㎡） 

 

(12) 法令及びこの基準に定めのないものについては，「下水道施設計画・設計指針と解説」に

よる。 

 

Ｌ(0.5m以上) 

地表面 

浸透施設 

地下水位 
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排水処理計画書 

 

流域 排水面積 
屋根 道路 その他の不透面 水面 間地 公園 緑地 山間地 平均流出係数 

0.9 0.85 0.8 1.0 0.2 0.15 0.3 0.5 ΣＡ・Ｃ Ｃ 

Ａ           
 

面積×係数           

Ｂ           
 

面積×係数           

Ｃ           
 

面積×係数           

Ｄ           
 

面積×係数           

Ｅ           
 

面積×係数           

Ｆ           
 

面積×係数           

Ｇ           
 

面積×係数           

Ｈ           
 

面積×係数           

Ｉ           
 

面積×係数           

 

 

参考 
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浸透槽容量計算表 

1 

申請地 宇都宮市 

排水面積 Ａ＝  ha 浸透槽底面積 Ｄ＝ ㎡ 

土質  浸透係数 Ｋ＝ ㎜/sec 

流出係数 Ｃ＝      一般的分譲地は0.65を採用する。 

2 

降雨強度式（  年確率）タルボット式 

開発面積1ha未満 5年確率 

 右表より 

            ａ 

 Ｉ（㎜/ｈ）＝ 

         ｔ（min）+ｂ 

※1ha以上の開発行為は調整池の設置を原則とする。 

 5年 

a 5790 

b 33 

3 

放流量（浸透量）の算出 

Ｑｏ（ｍ３/sec）＝1/1,000×Ｋ（㎜/sec）×Ｄ（㎡）×Ｓ（安全率） 

（Ｑｏは浸透槽底面積から毎秒あたりの浸透量） 

 ＝1/1,000×Ｋ      ×Ｄ     ×Ｓ      ＝              ｍ３/sec 

4 

貯水容量が最大になる時間 

          ａ×ｂ×Ｃ×Ａ 

ｔｏ（min）＝             － ｂ 

           360×Ｑｏ 

 

          ａ  ×ｂ  ×Ｃ  ×Ａ   

ｔｏ（min）＝                 － ｂ    ＝    min 

             360×Ｑｏ 

5 

貯水容量の計算 

         1          ｔｏ 

Ｒｏ（ｍ３）＝（   ×ａ×Ｃ×Ａ×      ）－（60×Ｑｏ×ｔｏ） 

         6         ｔｏ＋ｂ 

      ＝（Ｙ－Ｚ）÷ 空隙率 ＝      ｍ３ 

 

Ｙ：ｔｏ時間内の貯水容量（ｍ３） 

Ｚ：ｔｏ時間内の浸透容量（ｍ３） 

    1                   ｔｏ     

Ｙ＝    ×ａ   ×Ｃ   ×Ａ   ×          ）＝    ｍ３ 

    6                 ｔｏ   ＋ｂ    

Ｚ＝（60×Ｑｏ   ×ｔｏ   ）＝     ｍ３ 

 

（単粒度砕石20～40mmで埋め戻す場合は空隙率で割る。） 

（参考）空隙率は0.3～0.35を標準値とする。 

6 

水深の算出 

      Ｒｏ   Ｒｏ      

Ｈ（ｍ）＝    ＝         

      Ｄ    Ｄ      

  

＝     ｍ  

安全率 Ｓ＝Ｓ１×Ｓ２×Ｓ３ 

     ＝0.8×0.9×0.5 ＝ 0.36 

      

Ｓ１：施設構造の安全率  ＝0.8 

Ｓ２：降雨による低減率  ＝0.9 

Ｓ３：目詰まりによる低減率＝0.5 

参考 
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Ｕ形側溝断面計算表 

1 申請地 

2 
Ｕ形側溝                   勾配   ＝         ％ 

流速Ｖ１＝        ｍ/sec     許容通水量Ｑ１＝       ｍ/sec 

3 

降雨強度式（  年確率） 

           ａ       ａ    

 Ｉ（㎜/ｈ）＝        ＝         ＝     ㎜/ｈ 

        ｔ（min）＋ｂ  ｔ   ＋ｂ    

 

 降雨強度表より ａ＝        ｂ＝        

4 

流達時間 

 ｔ（min）ｔ１（流入時間平均７分）＋ｔ２（流下時間） 

     Ｌ（Ｕ形側溝ｍ）    1    Ｌ       ｍ    1 

 ｔ２＝          ×    ＝           ×  

     Ｖ１（流速ｍ/sec）  60    Ｖ１     ｍ/sec   60 

 

                   ＝         min 

 

  ｔ＝７min＋（ｔ２）     min＝      min＝      min 

                  （10分以下の場合は10分とする）

5 Ｕ形側溝の受持面積 Ａ＝     ｈａ 

6 

計画雨水量 

Ｑ（ｍ３/sec）＝Ｃ（流出係数）×Ｉ（降雨強度）×Ａ（排水面積）/360 

         ＝Ｃ       ×Ｉ       ×Ａ      /360 

 

＝           （ｍ３/sec） 

7 
判定  Ｑ１（許容水量） ＞ Ｑ（計画雨水量） 

    Ｑ１       ＞ Ｑ        Ｏ・Ｋ 

参照 

１）２については，マニング公式による流速流量表により算出すること。（下記計算式にて

算出すること。） 

２）３については，別表ウ 降雨強度式 （P26参照）により算出すること。 

３）Ｃ（流出係数）については，表１及び表２により算出すること。（P25参照） 

  ①一般的分譲地は0.65を採用する。 

  ②計画の決定されたものについては，加重平均にて算出すること。 

４）Ｕ形側溝の許容通水量計算例 

                    ＷＡ＝流水面積（㎡）＝0.80×Ｈ×Ｂ 

                    ＷＰ＝流水辺長（ｍ）＝1.60×Ｈ＋Ｂ 

                     Ｒ＝径  深（ｍ）＝ＷＡ/ＷＰ 

                     ｎ＝粗度係数   ＝0.013 

                      Ｉ＝勾  配 

                                １ 

                    Ｖ＝流速（ｍ/sec）＝   ×Ｒ２/３×Ｉ１/２ 

                               ｎ 

                    Ｑ＝流速（ｍ３/sec）＝ＷＡ×Ｖ 

        

※８割水深とする 

参考 

Ｂ 

Ｈ 
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管渠断面計算表 

1 申請地 

2 
管渠Φ                   勾配   ＝          ％ 

流速Ｖ１          ｍ/sec   許容通水量Ｑ１＝       ｍ３/sec 

3 

降雨強度式（  年確率） 

           ａ       ａ    

 Ｉ（㎜/ｈ）＝        ＝         ＝     ㎜/ｈ 

        ｔ（min）＋ｂ   ｔ   ＋ｂ    

 

 降雨強度表より ａ＝        ｂ＝        

4 

流達時間 

 ｔ（min）ｔ１（流入時間平均７分）＋ｔ２（流下時間） 

     Ｌ（管渠延長ｍ）    1   Ｌ      ｍ    1 

 ｔ２＝          ×   ＝          ×    ＝   min 

    Ｖ１（流速ｍ/sec）   60   Ｖ１    ｍ/sec   60 

 

  ｔ＝７min＋（ｔ２）     min＝      min＝      min 

                  （10分以下の場合は10分とする） 

5 管渠の受持面積 Ａ＝     ｈａ 

6 

計画雨水量 

Ｑ（ｍ３/sec）＝Ｃ（流出係数）×Ｉ（降雨強度）×Ａ（排水面積）/360 

         ＝Ｃ       ×Ｉ       ×Ａ       /360 

 

＝           （ｍ３/sec） 

7 
判定  Ｑ１（許容水量） ＞ Ｑ（計画雨水量） 

    Ｑ１       ＞ Ｑ        Ｏ・Ｋ 

参照 

１）２については，マニング公式による流速流量表により算出すること。 

  （下記計算式にて算出すること。） 

２）３については，別表ウ 降雨強度式 （P26参照）により算出すること。 

３）Ｃ（流出係数）については，表１及び表２により算出すること。（P25参照） 

  ①一般的分譲地は0.65を採用する。 

  ②計画の決定されたものについては，加重平均にて算出すること。 

 

  Ｑ：流量（ｍ３/sec）＝Ａ・Ｖ  

  Ａ：流水の断面積（㎡）＝ π・ｒ２    

              １ 

  Ｖ：流速（ｍ/sec）＝    ×Ｒ２/３×Ｉ１/２ 

              ｎ 

   

  Ｒ：径深（ｍ）＝（Ａ/Ｐ） 

  Ｉ：勾配（分数または小数） 

  ｎ：粗度係数 

 

 

参考 
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（給水施設に関する基準） 

第24  開発区域内の給水施設の計画は，開発区域の規模，給水人口及び予定建築物の用途等

を勘案して，次に掲げるところにより定めるものとする。 

(1) 設計の原則 

 ア  開発区域内の給水施設の計画は，原則として市の水道から供給を受けるものとし

，当該開発区域を給水計画区域とする市の上下水道事業者とあらかじめ協議するも

のとする。 

  イ  給水区域は，原則として開発区域全体を対象とし計画するものとするが，当該開発

行為の実施により周辺地域の居住者に影響を及ぼす場合は，当該周辺地域も勘案し

た給水区域で計画するものとする。 

 (2) 計画給水量 

    住宅地を目的とする開発行為の場合には，計画給水人口と１人当たりの計画給水量

を基準として定めるものとし，工場，その他住宅以外の用途を目的とする開発行為の

場合にあっては，それぞれの用途に応じた給水量により算定するものとする。 

  ア 給水人口の算定基準 

    給水人口は，開発区域の整備計画を基礎として計画するものとする。 

  イ 給水量の算定基準 

    給水量は，開発区域内の土地利用形態に応じ十分な給水が確保されるよう，次表を

標準として計画するものとする。 

 

一人当たり計画給水量 

計画１人１日 

最 大 給 水 量 

計画時間最大給水量の 

１人１日当たり換算値 

566リットル 962リットル 

 

 (3) 設計基準 

   給水施設の設計基準については，水道法又は宇都宮市水道事業給水条例（昭和33年条

例第21号）及び給水装置設計施行指針によるものとする。 
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（消防水利に関する基準） 

第25  消防水利は，消防法（昭和23年法律第186号）第20条第2項の規定に基づく消防水利の

基準（昭和39年12月10日消防庁告示第７号）に適合するものでなければならない。 

（公益的施設に関する基準） 

第26  主として住宅地の造成を目的とする20ha以上の開発行為を行う者は，その立地条件及

び開発規模に応じ，必要な公益的施設の配置及び規模を考慮しなければならない。 

なお，公益的施設の配置及び規模の設置基準は次表を標準とする。 

 

開発規模(ha) 20～40未満 40～80未満 80～120未満 120以上 備  考 

戸    数 

(戸) 

600 ～ 

1,199 

1,200～

2,399

2,400～

3,599
3,600～ 

平均 

3.3人／戸

教 

育 

施 

設 

等 

保 育 所 

幼 稚 園 

（箇所） 

1 2 3 3＋

120haを 

引いた残り

40haごとに

１箇所 

 

小 学 校 

（校） 
－ 1 2 2＋

120haを 

引いた残り

80ha ご と に

１箇所 

 

中 学 校 

（校） 
－ － 1 1＋

120haを 

引いた残り

160haごとに

１箇所 

 

保健医療施設 

診療所 

（箇所） 

1 2 3 3＋

120haを 

引いた残り

40ha ご と に

１箇所 

10,000戸

以上は地

区病院 

販売施設 

日用品販売 

店舗 

（店） 

20～40 40～80 80～120 120～ 
平均 

1箇所／1ha

社会教育施設 

集会所 

（箇所） 

1 2 3 3＋

120haを 

引いた残り

40ha ご と に

１箇所 

180㎡／1箇所

交通施設 

バスストップ 

（箇所） 

1 2 3 4 

面 積 は バ

ス １ 台 が

停 車 か つ

回転可能 

ごみ集積所 

（箇所） 

ごみ収集車が容易に転回又は通り抜けができるよう、道路に面

する場所に必要に応じて適切に配置 

 ※上記以外のものであっても宇都宮市又は栃木県が必要と認める公益的施設につい

ては，設置するものとする。 
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（宅地の造成に関する基準） 

第27 宅地は，次に掲げる基準に適合するように整地をしなければならない。 

また，用地境界杭等を設置し明確にすること。 

（1） 開発区域内の地盤が軟弱な場合は，土の置き換え，水抜きその他の措置を講ずること。 

（2） 宅地の勾配は，排水処理のため0.5％～1.0％とすること。 

（3） 盛土をする場合は，雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ，沈下，崩壊を防ぐため，

土の締め固め，土盛等の必要な措置が講じられていること。この場合，土の締め固めに

あっては，まきだし厚を最大30cmとし，また，余盛り厚は土質に応じ盛土高の１割程度

まで見込むこと。 

（4） 盛土と現地盤との間に湧水や地下浸透水が生じる場合は，盲暗渠等を用い，完全に排水

が行われること。 

（5） 盛土をする場合，現地盤の切株，雑草及び腐植土は必ず盛土前に除去すること。 

（6） 傾斜地盤上に盛土をする場合には，現地盤と盛土の接する面で滑りが生じるおそれがあ

るため，勾配が15％以上で盛土する場合には段切り等の処置をとることとし，段切りの

寸法は高さ0.5ｍ，幅1.0ｍ以上の段を切るとともに，段切りを行った水平面は排水のた

め2％～5％の勾配を付けること。 

（7） 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは，その地盤に滑りが生じないよ

うに杭打ち，土の置き換え，擁壁の設置等の措置を講ずること。 

（擁壁に関する基準） 

第28 開発行為によって，がけが生じる場合には，開発区域及びその周辺地域住民の安全を

確保するため，次に掲げる基準に適合する擁壁を設置しなければならない。 

（1）がけの定義 

  ア 「がけ」とは，地表面に対し30°を超える角度をなす土地をいう。 

  イ 「がけ面」とは，がけの地表面をいう。 

  ウ 「がけ勾配」とは，がけ面の水平面に対する角度をいう。 

  エ 小段等によって上下に分離されたがけで図1-3に示すような場合は一体のがけとし，図

1-4示すような場合は上下それぞれ独立した二つのがけとする。 
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（2） がけ面の保護 

ア  がけの上端に続く地盤面は，原則としてがけの反対方向に雨水その他の地表水が流

れるように勾配がとられていること。 

イ  切土又は盛土によって生じるがけ面を，擁壁の設置，石張り，芝張り，モルタル吹

付等によって，風化その他の侵食に対して保護すること。 

ウ  がけ面にはならなくても長大のり面（高さ15ｍ程度以上）となる場合は，高さ5ｍ毎

に1～2ｍ程度の小段を設け，小段には耐久性の材料で造る排水施設を設けること。 

（3）擁壁の設置 

次に掲げるがけ面には，擁壁を設置すること。 

ア 切土をした土地の部分に生じる高さが2ｍを超えるがけ面。 

イ 盛土をした土地の部分に生じる高さが1ｍを超えるがけ面。 

ウ 切土と盛土を同時にした土地の部分に生じる高さが２ｍ超えるがけ面。 

 ただし，切土をした土地の部分に生じるがけ面について次表に該当する場合は，この

限りではない。 

 

切土で法面仕上げでもよい場合 

土質 

① がけの高さに

関係なく法面仕

上げでよい 

がけの高さに関係して法面仕上げでよい場合

② がけの高さ≦5ｍ ③ がけの高さ＞5ｍ 

軟岩（風化の著しい

ものは除く） 
がけ勾配≦60° 60°＜がけ勾配≦80°

がけの上端から5ｍ以

内のがけ面についての

②に該当するがけ勾配

の場合及び法面仕上げ

でもよいが5ｍを超え

た部分については，擁

壁で覆わなければなら

ない 

風化の著しい岩 がけ勾配≦40° 40°＜がけ勾配≦50°

硬質粘土，関東ロー

ム，真砂土その他こ

れに類するもの 

がけ勾配≦35° 35°＜がけ勾配≦45°

上記以外の土質（岩

屑，腐植土，黒土，

埋土その他これに類

するもの） 

がけ勾配≦30°   
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（4）設計の原則 

  擁壁の設計・施工に当たっては，擁壁自体の安全性はもとより，擁壁を含めた地盤全体

の安全性についても総合的に検討すること。 

 なお，擁壁の構造は，原則として無筋コンクリート造，鉄筋コンクリート造及び練

積み造等の基準を標準として設計するものとする。 

（5）鉄筋コンクリート又は無筋コンクリート造擁壁 

重力式擁壁及び鉄筋コンクリート式擁壁等とする場合は，「宅地防災マニュアル」

（平成10年2月3日付け建設省経民発第１号）の定めによること。 

なお，「宅地防災マニュアル」に定めのないものについては，建設省（昭和62年７月

24日付け技調発第423号）制定による「土木構造物標準設計」を標準とする。 

ア 擁壁の構造 

擁壁の構造は，土質条件，荷重条件等の設計条件を構造計算，安定計算，実験等に

より的確に設定した上で次の各項目について安全性が確かめられたものであること。 

(ア) 土圧，水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこと 

(イ) 土圧等によって擁壁が転倒しないこと（安全率1.5以上） 

(ウ) 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと（安全率1.5以上） 

(エ) 土圧等によって擁壁が沈下しないこと（安全率3.0以上） 
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イ 計算数値 

土圧等については，実情に応じて計算された数値を用いるものとする。ただし，次

の各号の条件に適合する場合は，次の表によることができる。 

(ア) 背面土の勾配が90°以下の場合 

(イ) 余盛り等の勾配が30°以下の場合 

(ウ) 余盛り等の高さが1ｍ以下の場合 

(エ) 擁壁の上端に続く地盤の積載荷重がない場合 

 

土質 単位体積重量 土圧係数 

砂利又は砂 18 (kN/m3) 0.35 

砂質土 17 0.40 

シルト，粘土又はそれらを多量に含む

土
16 0.50 

 

ウ 基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については，実情に応じ計算され

た数値又は次の表によることができる。 

土質 摩擦係数 

岩， 岩屑， 砂利又は砂 0.50 

砂質土 0.40 

シルト， 粘土又はそれらを多量に含む土 

（擁壁の基礎底面から少なくとも15㎝までの深さの

土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る） 

0.30 

 

エ 大臣認定擁壁を用いる場合（認定を受けている土質条件に適合している場合） 

宅地造成等規制法施行令第15条に基づく国土交通大臣が認める擁壁については，構

造計算の必要はないが，転倒，沈下又は滑りに対する安全性が充分に確認されている

こと。（許可申請時に認定書，仕様書等の写しを添付すること。） 

 （6）練積み造擁壁の構造 

練積み造擁壁の構造は，次表の「練積造擁壁（石積、間知ブロック積等）の構

造」及び「練積み造擁壁構造図」による設計例を標準とし，次の事項に適合するこ

と。 

ア 高さ3ｍを超えるものは，極力鉄筋又は無筋コンクリート造擁壁とし，構造計算によ

り安全性を確保すること。 

なお，高さ5ｍを超える練積み造擁壁は認められない。 

イ 土質に応じ次表の「練積造擁壁（石積、間知ブロック積等）の構造」に定める基準

に適合し，かつ，擁壁の滑り及び沈下に対して安全な基礎を設けること。 

ウ 擁壁に続く地表面が水平で，当該擁壁に作用する載荷重が0.5ｔ／㎡を超えないこと。

これを超えるときは，鉄筋又は無筋コンクリート造擁壁とし，構造計算により安全性を

確保すること。 

エ 組積材には，排水をよくするため砂利等により裏込めをするものとし，その厚さは，

次表の「練積造擁壁（石積、間知ブロック積等）の構造」の基準に適合していること。 

オ がけの状況等により，はらみ出しその他破壊等のおそれがあるときは，適当な間隔に

鉄筋コンクリートの擁壁又は擁壁の断面を増すなど必要な措置を講ずること。 

カ 練積み造擁壁の上に家屋を建築する場合は，擁壁高以上離すこと。 

（7）コンクリートブロック練積み造の構造 

  胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック積み造の場合は，次

のとおりとする。 
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ア コンクリートブロックの4週間圧縮強度は，１mm2につき18Ｎ以上であること。 

イ 胴込めに用いるコンクリートの4週間圧縮強度は，１mm2つき15Ｎ以上であること。 

ウ コンクリートブロックに用いるコンクリートの比重は2.3以上であり，かつ，擁壁

に用いるコンクリートブロックの重量は壁面1㎡につき350㎏以上（ただしコンクリー

トブロックのみを積み上げた状態）あること。 

エ 練積み造擁壁の地上高さの限度は５ｍとすること。 

オ コンクリートブロックは相当数の使用実績を有し，かつ，構造耐力上支障のないも

のであり，その形状は胴込めに用いるコンクリートによって擁壁全体が一体性を有す

る構造となるものであり，かつ，その施工が容易なものであること。 

カ 擁壁の壁体曲げ強度は，1㎠につき1.5Ｎ以上であること。 

キ コンクリートブロック積等擁壁上端の水平面上の載荷重は,１㎡当たり500㎏を超え

ないこと。 

ク 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き，擁壁前面の根入れの深さは擁壁の高さ

の100分の20（ただし，その値が45㎝に満たないときは45㎝とする。）以上とし，かつ

，擁壁には一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で擁壁のすべり及び沈

下に対して安全である基礎を設けること。 

ケ 擁壁が曲面又は折面をなす部分で必要な箇所，擁壁の背面土又は擁壁が設置される

地盤の土質が著しく変化する箇所等破壊のおそれのある箇所には，鉄筋コンクリート

造の控え壁又は控え柱を設けること。  

コ 擁壁の勾配及び高さは，擁壁背面土の内部摩擦角及びコンクリートブロックの控え

長さに応じ，次表の「練積造擁壁（石積、間知ブロック積等）の構造」及び「練積み

造擁壁構造図」による設計例を標準とする。 

サ 良く締まった地山の切土部に施工する練積み造擁壁の裏込材については，材厚30cm

の等厚にすることができる。 

（8）水抜き穴 

高さ1ｍを超える擁壁を設けるときは，排水のための水抜き穴は次の事項を十分考慮

すること。 

ア 擁壁の背面には，栗石，砂利等で全体に裏込めして透水層を設け，有効に排水をよ

くすること。 

  なお，透水マットを使用する場合は「擁壁用透水マット技術マニュアル」（平成3年4

月，建設省民間宅地指導室監修）によること。 

イ 水抜き穴は，擁壁の下部地表面近く及び湧水等のある箇所に特に重点的に配置するこ

と。 

ウ 透水管は内径7.5ｃｍ以上の硬質塩化ビニール管を壁面3㎡当たり1ヶ所以上千鳥状に

配置すること。また透水管の長さは透水層に深く入りすぎないようにすること。 

エ 水抜き穴は，排水方向に適当な勾配を取ること。 

オ 水抜き穴の裏側には，水抜き穴から流出しない程度の大きさの採石等を置き，目詰

まりや砂利，砂，背面土等が流出しないよう配慮すること。 

カ 地盤面下の壁面で地下水の流路に当たっている壁面がある場合は，有効に水抜き穴

を設けて地下水を排水すること。 

（9）伸縮継目 

 伸縮継目は，原則として擁壁長さ20ｍ以内ごとに1箇所設け，特に地盤の変化する箇所，

擁壁高さが著しく異なる箇所，擁壁の構造工法を異にする箇所は有効に伸縮継目を設け，

基礎部分まで切断する。また，擁壁の屈曲部は隅切部から擁壁の高さ分だけ避けて設置

する。 

伸縮目地の位置は2ｍを超え，かつ擁壁の高さ程度とする。 
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 （10）隅角部の補強 

擁壁の屈曲する箇所は，隅角をはさむ二等辺三角形の部分をコンクリートで補強す

ること。二等辺の一辺の長さａは擁壁の高さ3ｍ未満で50㎝，3ｍを越えるものは60㎝

とする。 

 

 

 

 

コンクリート造擁壁の隅角部の補強方法及び伸縮継目の位置 

 

 

 

 

 

練積み造擁壁の隅角部の補強方法及び伸縮継目の位置 
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練積造擁壁（石積、間知ブロック積等）の構造 

土  質 

練  積  造  擁  壁 裏  込  礫 

勾      配 高 さ 上端の厚さ 下端の厚さ 根入深さ 上端の厚さ 下端の厚さ

（Ｎ） （Ｈ） （Ｗ1） （Ｗ2) （ｈ） （ｇ1） （ｇ2） 

第
一
種 

岩，岩層

砂利又は

砂，砂利

まじり砂 

70＜N ≦75° 

（約3分勾配） 

H ≦2m 

40㎝以上

40 ㎝以上

35㎝以上

で 0.15H 

以上 

30㎝以上
60㎝以上で

0.2H以上

2m＜H ≦3m 50 

65＜N ≦70° 

（約4分勾配） 

H ≦2m 40 

2m＜H ≦3m 45 

3m＜H ≦4m 50 

N≦65°    

（約5分勾配） 

H ≦3m 40 

3m＜H ≦4m 45 

4m＜H ≦5m 60 

第
二
種 

真砂土，

関東ロ－ 

ム，硬質

粘土又は

これらに

類するも

の 

70＜N ≦75° 

（約3分勾配） 

H ≦2m 

40㎝以上

50 ㎝以上

35㎝以上

で 0.15H 

以上 

30㎝以上
60㎝以上で

0.2H以上

2m＜H ≦3m 70 

65＜N ≦70° 

（約4分勾配） 

H ≦2m 45 

2m＜H ≦3m 60 

3m＜H ≦4m 75 

N≦65°    

（約5分勾配） 

H ≦2m 40 

2m＜H ≦3m 50 

3m＜H ≦4m 65 

4m＜H ≦5m 80 

第
三
種 

その他の

土質 

70＜N ≦75° 

（約3分勾配） 

H ≦2m 

70㎝以上

  85 ㎝以

上 

 45㎝以

上で 

0.15H 以

上 

30㎝以上

 60㎝以上

で 0.2H以

上 

2m＜H ≦3m 90 

65＜N ≦70° 

（約4分勾配） 

H ≦2m 75 

2m＜H ≦3m 85 

3m＜H ≦4m 105 

N ≦65°  

（約5分勾配） 

H ≦2m 70 

2m＜H ≦3m 80 

3m＜H ≦4m 95 

4m＜H ≦5m 120 
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コンクリートブロック練積み造擁壁 

擁壁の背面土の 

内部摩擦角 

コンクリートブロックの

控え長さ 

擁壁 

勾配 
高さ

（ｍ） 

20°以上～30°未満 

3 0 ㎝以上～3 5 ㎝未満
65°以上～75°未満 1.0 以下

65°未満 1.5 〃 

3 5 ㎝以上～4 5 ㎝未満

70°以上～75°未満 1.0 〃 

65°以上～70°未満 1.5 〃 

65°未満 2.0 〃 

4 5 ㎝以上 

70°以上～75°未満 1.5 〃 

65°以上～70°未満 2.0 〃 

65°未満 2.5 〃 

30°以上～40°未満 

3 0 ㎝以上～3 5 ㎝未満

70°以上～75°未満 1.5 〃 

65°以上～70°未満 2.0 〃 

65°未満 3.0 〃 

3 5 ㎝以上～4 0 ㎝未満

70°以上～75°未満 1.5 〃 

65°以上～70°未満 2.5 〃 

65°未満 3.5 〃 

4 0 ㎝以上～4 5 ㎝未満

70°以上～75°未満 2.0 〃 

65°以上～70°未満 3.0 〃 

65°未満 4.0 〃 

4 5 ㎝以上 

70°以上～75°未満 2.0 〃 

65°以上～70°未満 3.0 〃 

65°未満 4.5 〃 

40°以上 

3 0 ㎝以上～3 5 ㎝未満

70°以上～75°未満 2.0 〃 

65°以上～70°未満 3.5 〃 

65°未満 5.0 〃 

3 5 ㎝以上～4 0 ㎝未満

70°以上～75°未満 2.5 〃 

65°以上～70°未満 4.5 〃 

65°未満 5.0 〃 

4 0 ㎝以上～4 5 ㎝未満
70°以上～75°未満 3.0 〃 

70°未満 5.0 〃 

4 5 ㎝以上 
70°以上～75°未満 3.5 〃 

70°未満 5.0 〃 

内部摩擦角は，土質試験によるものとする。 
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練積み造擁壁構造図 
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   附 則（平成8年3月15日告示第115号） 

 （施行期日） 

第１ この基準は、平成8年4月1日から適用する。 

   附 則（平成9年7月31日告示第287－2号） 

 （施行期日） 

第１ この基準は，平成9年8月1日から適用する。 

   附 則（平成11年3月31日告示第111号） 

 （施行期日） 

第１ この基準は，平成11年4月1日から適用する。ただし第3章第6の規定は平成11年7月1日

から適用する。 

   附 則（平成14年3月29日告示第142号） 

 （施行期日） 

第１ この基準は，平成14年4月1日から適用する。 

附 則（平成15年9月30日告示第471号） 

（施行期日） 

第１ この基準は，平成15年10月1日から適用する。 

附 則（平成17年5月31日告示第282号） 

（施行期日） 

第１ この基準は，平成17年6月1日から適用する。 

第２ この基準の適用の際現に申請がなされているものについては，なお従前の例による。 

附 則（平成19年3月30日告示第137号） 

（施行期日） 

第１ この基準は，平成19年3月31日から適用する。 

（経過措置） 

第２ この基準の適用の際現に申請がなされているものについては，なお従前の例による。 

第３ この基準の適用の際現に栃木県開発許可等審査基準（以下「県基準」という）の適用

を受け栃木県知事に対しなされた許可等の申請については，なお県基準の例による。 

附 則（平成19年10月10日告示第490号） 

（施行期日） 

第１ この基準は，平成19年11月30日から適用する。 

第２ この基準の適用の際現に申請がなされているものについては，なお従前の例による。 

附 則（平成23年3月24日告示第153号） 

（施行期日） 

第１ この基準は，平成23年4月1日から適用する。 

 

 


